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土地改良区とは

土地改良区は農業用施設（頭首工・用

排水路・揚水機場等）の新設・更新、維持
管理等の実施主体であり、県知事の認可
を受け設立されています。土地改良区は
公共組合として地方公共団体並の性格を
有しているため、他の公共組合と同様に

登記を要しない団体とされています。土地
改良区は全国に約4,200団体あり、受益と
なる農地は重複も含めると約246万haとい
われています。

土地改良区の役割

土地改良区は区域内において、農業を営

む上で必要な用水を確保するための土地
改良施設について、新設・更新、維持管理
や水田、畑地など農地の整備などを行って
います。また、国営・県営土地改良事業に
よって造成された施設の管理を受託し、そ
の事業における負担金や土地改良区運営
費・土地改良施設維持管理費等の徴収を
行っています。

■ 施設の維持管理・配水管理／工事の計画・施工

業務内容

■ 一般事務及び会計事務
■ 賦課金等収納事務

事業所

【中央管理事務所】

伊勢市河崎一丁目

【斎宮調整池管理事務所】

多気郡明和町池村

【粟生頭首工管理事務所】

多気郡大台町粟生

水管理システム操作 分水工開度調整 支線水量調整

管理課に配属された場合、農業用水の配水や農業用施設の維持管理が主となり、また、農繁期（4月～8月）
は年間休日数を担保した上で、全員体制での休日出勤の必要性が生じます。

伊勢市、玉城町、多気町、明和町、大台町を管内とした農業用施設の維持管理を主体
とした業務になります。

土地改良区職員の給与計算及び組合員の賦課金
の計算及び収納、事務所の入出金管理、文書収受
などを行います。

事業所内の様子（中央管理事務所）



昭和32年(1957) 宮川用水土地改良区設立
昭和41年(1966) 国営宮川用水農業水利事業完工
平成25年(2013) 国営宮川用水第二期農業水利事業完工
令和 4 年(2022) 国営施設応急対策事業完工

事業の沿革

宮川用水土地改良区は土地改良法に基づき、昭和32年（1957）に三重県知事か
ら認可を受けた公共法人です。

通水開始から約６０年が経過し、農業情勢が大きく変化する中、これまでの維持
管理を中心とした業務だけでなく、行政などと連携して、地域の情報発信を担う広
域的な役割が求められています。

現在、当区の職員は１９名（事務職１４名、技術職５名）で構成されています。

厚生棟食堂にて

主な就業条件

募集要項をご覧ください

職員からのメッセージ

管理課施設係

堀木 さん

令和５年度採用

叔母が兼業農家ということもあり、小さな頃から農業に興味を
持っていました。今は組合員の方々の力になりたいと思い、日々
業務に取り組んでいます。
現場作業や事務用務で分からないことなどたくさんありますが、
その都度、先輩方が丁寧に指導してくださるので、とても良い環
境で仕事をさせて頂いていると感じています。
組合員の皆さんに「ありがとう」と感謝の言葉を頂いたときに、
とてもやりがいを感じています。

職場・施設見学は随時受け付けています。



【宮川用水土地改良区の維持管理施設】
宮川用水を利用している用水路は、次のように区分されます。
①国営線 －国（農林水産省）で造成された水路や施設
②県営線 －三重県で造成された水路や施設
③団体営線－宮川用水土地改良区が造成した水路や施設

これらの用水路を宮川用水土地改良区では
①の国営線は、国から委託を受け
②の県営線は、県から譲渡、委託を受け
③の団体営線を管理しています
このほかに、ため池や揚水機も管理しています。


